
１－１　体育館専用（団体）基本料金（令和６年４月１日以後）

午前 午後１ 午後２ 夜間 昼間１ 昼間２ 午後 昼夜間１昼夜間２ 全日

9:00
～12:00

13:00
～15:00

15:00
～17:00

17:30
～21:00

9:00
～15:00

9:00
～17:00

13:00
～17:00

13:00
～21:00

15:00
～21:00

9:00
～21:00

一般 9,200 7,300 7,300 16,500 16,500 23,800 14,600 31,100 23,800 40,300

生徒等 4,600 3,650 3,650 8,250 8,250 11,900 7,300 15,550 11,900 20,150

一般 11,040 8,760 8,760 19,800 19,800 28,560 17,520 37,320 28,560 48,360

生徒等 5,520 4,380 4,380 9,900 9,900 14,280 8,760 18,660 14,280 24,180

一般 6,200 5,000 5,000 11,000 11,200 16,200 10,000 21,000 16,000 27,200

生徒等 3,100 2,500 2,500 5,500 5,600 8,100 5,000 10,500 8,000 13,600

一般 7,440 6,000 6,000 13,200 13,440 19,440 12,000 25,200 19,200 32,640

生徒等 3,720 3,000 3,000 6,600 6,720 9,720 6,000 12,600 9,600 16,320

一般 4,600 3,700 3,700 8,300 8,300 12,000 7,400 15,700 12,000 20,300

生徒等 2,300 1,850 1,850 4,150 4,150 6,000 3,700 7,850 6,000 10,150

一般 5,520 4,440 4,440 9,960 9,960 14,400 8,880 18,840 14,400 24,360

生徒等 2,760 2,220 2,220 4,980 4,980 7,200 4,440 9,420 7,200 12,180

一般 3,100 2,500 2,500 5,500 5,600 8,100 5,000 10,500 8,000 13,600

生徒等 1,550 1,250 1,250 2,750 2,800 4,050 2,500 5,250 4,000 6,800

一般 3,720 3,000 3,000 6,600 6,720 9,720 6,000 12,600 9,600 16,320

生徒等 1,860 1,500 1,500 3,300 3,360 4,860 3,000 6,300 4,800 8,160

一般 3,100 2,500 2,500 5,500 5,600 8,100 5,000 10,500 8,000 13,600

生徒等 1,550 1,250 1,250 2,750 2,800 4,050 2,500 5,250 4,000 6,800

一般 3,720 3,000 3,000 6,600 6,720 9,720 6,000 12,600 9,600 16,320

生徒等 1,860 1,500 1,500 3,300 3,360 4,860 3,000 6,300 4,800 8,160

一般 1,550 1,250 1,250 2,800 2,800 4,050 2,500 5,300 4,050 6,850

生徒等 750 600 600 1,400 1,350 1,950 1,200 2,600 2,000 3,350

一般 1,860 1,500 1,500 3,360 3,360 4,860 3,000 6,360 4,860 8,220

生徒等 900 720 720 1,680 1,620 2,340 1,440 3,120 2,400 4,020

一般 1,250 1,000 1,000 2,900 2,250 3,250 2,000 4,900 3,900 6,150

生徒等 600 500 500 1,450 1,100 1,600 1,000 2,450 1,950 3,050

一般 1,500 1,200 1,200 3,480 2,700 3,900 2,400 5,880 4,680 7,380

生徒等 720 600 600 1,740 1,320 1,920 1,200 2,940 2,340 3,660

資料13

備考
　(1) 「休日等」とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）第３条に規定
　　する休日をいう。以下同じ。
　(2) アマチュアスポーツに使用する場合において、使用者が入場料その他これに類するもの(以下「入場料
    等」という。)を徴収するときは、当該使用区分に係る金額(以下この項において「基本料金」という。)
    の２倍の額を徴収する。
　(3) アマチュアスポーツ以外のものに使用する場合において、使用者が入場料等を徴収しないときは基本
    料金の７倍、使用者が入場料等を徴収するときは基本料金の15倍の額を徴収する。
　(4) この表において「生徒等」の区分は、次の各号のいずれかに該当する場合に適用する（次項の表にお
    いて同じ。）
　　ア　18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者が専ら使用する場合
　　イ　学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する学校（大学を除く。）の幼児、児童又は生徒が
      学校教育活動において使用する場合
　　ウ 学校教育法第124条に規定する専修学校に在学する者又は同法第134条に規定する各種学校に在学する
      者が学校教育活動において使用する場合
　(5) 冷暖房の実施期間中は、基本料金の４割の額(休日等の使用にあっては、当該使用施設の平日の使用区
    分において対応する時間帯における使用区分に係る金額の4割の額)を加算する。
　(6) 特別に電気その他を使用するときは、実費として指定管理者が算定する額を徴収する。
　(7) 許可を得て、開館時間を超過し、又は繰り上げて使用するときは、当該超過し、又は繰り上げて使用
    した時間１時間(30分以上１時間未満の時間は、1時間とみなす。)につき、基本料金(第２号又は第３号
    の規定を適用する場合にあっては当該各号に定める額とし、前2号の規定を適用する場合にあっては当該
　　各号に定める加算額を基本料金に加算した額とする。)の1時間相当額 (10円未満の端数が生じるときは
　　これを切り上げる。)を徴収する。許可を得て、当該使用区分に係る時間を超過し、又は繰り上げて使用
　　するときも、同様とする。

（単位：円）
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１－２　体育館共用（個人）利用料金（令和６年４月１日以後） （単位：円）

金岡公園体育館

備考

 ＊「障がい者」料金に適用される範囲は以下のとおり

　(1)身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者

　(2)療育手帳制度について（昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知）に基づく都道府県

　　等の規程により療育手帳の交付を受けている者

　(3）精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）第45条の規定に基づく精神障害者

　　保健福祉手帳の交付を受けている者

　(4)難病の患者に対する医療等に関する法律（平成26年法律第50号）第7条第4項の規定に基づく医療受給者証

　　の交付を受けている者

　(5)児童福祉法（昭和22年法律第164号）第19条の3第7項の規定に基づく医療受給者証の交付を受けている者

　(6)特定疾患治療研究事業について（昭和48年4月17日付け衛発第242号公衆衛生局長通知）に基づく都道府県

　　等の規程により特定疾患医療受給者証の交付を受けている者

　(7)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成6年法律第117号）第2条の規定に基づく被爆者健康手帳

　　の交付を受けている者

１－３　体育館附属設備等利用料金（令和６年４月１日以後）
金岡公園体育館 （単位：円）

種類 利用料金 利用料金

バスケットボール器具 1式 1回 500 1式 1回 2,030

バレーボール器具 1式 1回 300 1台 1回 100

バドミントン器具 1組 1回 100 1台 1回 200

インディアカ器具 1式 1回 100 1台 1回 100

ソフトバレーボール器具 1式 1回 100 1台 1回 1,010

ハンドボール器具 1式 1回 500 1台 1回 500

フットサル器具 1式 1回 500 1組 1回 50

卓球器具 卓球台 1台 1回 100 1式 1回 6,110

ソフトテニス器具 1式 1回 300 1枚 1回 500

卓球用フェンス防球ネット 1枚 1回 30 1枚 1回 100

卓球用得点板 1台 1回 50 1式 1回 1,520

マイク（マイクロホン、ワイヤレスマイク） 1本 1回 500 1脚 1回 50

音響テープレコーダー 1台 1回 500 1組 1回 50

放送設備 1式 1日 3,050 1脚 1回 20

液晶式得点表示板 1組 1回 1,520 1枚 1回 50

タイムアウト要求器 1台 1回 500 1台 1回 500

ファウル表示器 1式 1回 500 1式 1日 0

バスケットショットタイマー 1組 1回 500 1式 1回 500

スポーツタイマー 1台 1回 500 50

ストップウォッチ 1個 1回 100

備考

１－４　体育館附属設備等利用料金（セットで使用する場合）（令和６年４月１日以後）
金岡公園体育館 （単位：円）

利用料金

1式 1回 500

1式 1回 1,010

1式 1回 300

1式 1回 500

1式 1回 300

1式 1回 1,010

1式 1回 500

1式 1回 1,010

1式 1回 300

1式 1回 500

1式 1回 500

備考 「１回」とは、午前(午前９時から正午まで)、午後(午後１時から午後５時まで)又は夜間(午後５時30分から午後

  ９時まで)のそれぞれの区分をいう。ただし、午後１（午後１時から午後３時まで）及び午後２（午後３時から５時ま

　で）の使用についても、それぞれ「１回」とする。

　  まで）の使用についても、それぞれ「１回」とする。

単位 単位

1か所

    ９時まで)のそれぞれの区分をいう。ただし、午後１（午後１時から午後３時まで）及び午後２（午後３時から５時
　(2) 「１回」とは、午前(午前９時から正午まで)、午後(午後１時から午後５時まで)又は夜間(午後５時30分から午後
　(1) 長机５脚まで、補助椅子20脚までは、利用料金を徴収しない。

種類

レクリエーション器具

得点板

審判台(バレーボール用)

審判台

移動ステージ

演台

バレーボール用線審旗

体操競技用用具

移動観覧席

バスケットボール用オフィシャル

ウレタンマット（厚）

マット(長)

レスリングマット

長机

記録用机椅子

単位

バスケットボール器具

バレーボール器具

バドミントン器具

種類

練習用

試合用

練習用

試合用

練習用

試合用

ハンドボール器具

卓球器具

ポール・ネット1組、審判台1台

卓球台・ネット9組、スクリーン20枚

卓球台・ネット9組、得点板9台、スクリーン30
枚

ポール・ネット1組、審判台1台

ゴール1組、得点板1台

練習用

試合用

硬式庭球器具

軟式庭球器具

内容

ゴール1組、得点板1台

ゴール1組、得点板1台、オフィシャル1式、ス
トップウォッチ2個

ポール・ネット1組、得点板1台

ポール・ネット1組、得点板1台、線審旗1組、
審判台1台、アンテナセット1組

一般 生徒等

220

ポール・ネット4組

ポール・ネツト4組、審判台4台、得点板4台、
線審用椅子8台

コインロッカー

110

　(1) 「１回」とは、指定管理者が別に定める時間帯をいう。

  (2) 60歳以上の者、障がい者及びその介助者１名は半額とする(ただし、トレーニング室は除く。）。

種別 区分

1人1種目1回

利用料金

補助椅子

フロアーシート

トランポリン（練習用）



２－１　陸上競技場専用（団体）基本料金（令和６年４月１日以後） （単位:円）

一般

生徒等

一般

生徒等

一般

生徒等

一般

生徒等

備考

２－２　陸上競技場共用（個人）利用料金（令和６年４月１日以後） （単位:円）

備考
　(1) 「１回」とは、指定管理者が別に定める時間帯をいう。

 ＊「障がい者」料金に適用される範囲は以下のとおり

　(1)身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者

　(2)療育手帳制度について（昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知）に基づく都道府県

　　等の規程により療育手帳の交付を受けている者

　(3）精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）第45条の規定に基づく精神障害者

　　保健福祉手帳の交付を受けている者

　(4)難病の患者に対する医療等に関する法律（平成26年法律第50号）第7条第4項の規定に基づく医療受給者

　　証の交付を受けている者

　(5)児童福祉法（昭和22年法律第164号）第19条の3第7項の規定に基づく医療受給者証の交付を受けている者

　(6)特定疾患治療研究事業について（昭和48年4月17日付け衛発第242号公衆衛生局長通知）に基づく都道府

　　県等の規程により特定疾患医療受給者証の交付を受けている者

　(7)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成6年法律第117号）第2条の規定に基づく被爆者健康手帳

　　の交付を受けている者

9:00～17:00

利用料金

午前 午後 全日

13:00～17:00

種別 利用区分

平日

休日等
9,060

18,120

金岡公園陸上競技場

15,100

7,550
全面

ﾄﾗｯｸ

平日

休日等

9:00～12:00

35,500

10,200

8,640

12,300

2,550

21,300

3,600 6,150

17,750

24,480 42,600

12,240

20,400

6,120

5,100 7,200

 　 用するときも、同様とする。

　　時から午後５時までとする。

　　に係る金額（以下この項において「基本料金」という。）の２倍の額を徴収する。

14,760

3,060 4,320 7,380

　(1) アマチュアスポーツに使用する場合において、使用者が入場料等を徴収するときは、当該使用区分

　(2) アマチュアスポーツ以外のものに使用する場合において、使用者が入場料等を徴収しないときは基

　　これを切り上げる。）を徴収する。許可を得て、当該使用区分に係る時間を超過し、又は繰り上げて使

　　の規定を適用する場合にあつては当該各号に定める額とし、前号の規定を適用する場合にあっては同号
　　に定める加算額を基本料金に加算した額とする。）の１時間相当額（10円未満の端数が生じるときは、

　(4) 許可を得て、開館時間を超過し、又は繰り上げて使用するときは、当該超過し、又は繰り上げて使用
　　した１時間（30分以上１時間未満の時間は、１時間とみなす。）につき、基本料金（第１号及び第２号

　　本料金の７倍、使用者が入場料等を徴収するときは基本料金の15倍の額を徴収する。

　(3) 特別に電気その他を使用するときは、実費として指定管理者が算定する額を徴収する。

　(5) 「午前」とは午前９時から正午まで、「午後」とは午後１時から午後５時まで、「全日」とは午前９

　(6) 午後１時から午後３時まで又は午後３時から午後５時までの使用の場合は、午後の区分の利用料金の

　(2) 60歳以上の者、障がい者及びその介助者１名は半額とする。

金岡公園陸上競技場 １人１種目１回 220 110

一般 生徒等
区分種別

　　半額を徴収する。

利用料金



利用料金
一般用 1式 1日 1,010
少年用 1式 1日 610

1式 1日 1,010
1式 1日 1,010
1式 1日 20,370
1個 1日 100
1組 1日 100
1式 1日 2,030
1台 1日 100
1台 1日 100
1台 1日 100
1式 1日 1,420
1組 1日 810
1組 1日 100
1組 1日 100
1組 1日 100
1組 1日 100
1組 1日 1,010
1組 1日 1,420
1本 1日 200
1組 1日 40
1組 1日 100
1組 1日 300
1台 1日 100
1組 1日 100
1組 1日 200
1台 1日 400
1台 1日 100
1式 1日 500
1台 1日 100
1個 1日 100
1個 1日 100
1本 1日 300
1個 1日 100
1台 1日 200
1枚 1日 100
1台 1日 100
1台 1日 100
1本 1日 40
1丁 1日 100
1台 1日 300
1台 1日 100
1台 1日 100
1台 1日 100
1組 1日 100
1式 1日 1,420
1台 1日 40
1式 1日 810
1本 1日 100
1張 1日 200
1本 1日 40
1脚 1日 100
1脚 1日 40
1脚 1日 80
1脚 1日 40
1脚 1日 100
1台 1日 100
1式 1日 100
1脚 1日 40
1式 1日 3,050
1本 1日 100
1組 1日 300
1組 1日 810
1本 1日 1,010
1式 1日 18,330

備考

　(2) 「１日」とは、午前９時から午後５時までとする。
　(3) 上記以外の附属設備等利用料金については、指定管理者が別に定める。

マイク
写真判定装置

記録用椅子

２－３　陸上競技場附属設備等利用料金（令和６年４月１日以後）　　　　　　　　　　（単位：円）

　(1)　役員席用長机５脚まで、役員席用椅子20脚までは、利用料金を徴収しない。

放送設備
リボンロッド(30m、50m、100m)
タイマーシステム
スーパーストップウォッチ

選手用長椅子
はかり
ペッグ
監察員用腰掛

テント
各種旗
役員席用長机
役員席用椅子
記録用小机

決勝柱
役員用胸章
フィールド位置表示器
雨天記録装置覆い
ビーチパラソル

ピストル
風向風速計
黒板
風力速報表示器
抽選器

気象計
出発合図用黒板
記録標識
ベスト8表示器
バトン

槍、砲丸、ハンマー、円盤各置台
砲丸
円盤
槍
ハンマー

踏切板標識
投てき用角度表示器(リボンロッドを含む。)
フィールド用制限時間告知器
フィールド、走幅跳、三段跳順位表示器
投てき距離標識

バー
バーあげ器
走幅跳、三段跳用距離標識
走幅跳、三段跳用距離測定器
フィールド成績表示器

走高跳用高度計
棒高跳用スタンド
棒高跳用高度計
走高跳用マット
棒高跳用マット

周回表示器
ハードル
3000m障害物
コースナンバー標識
走高跳用スタンド

陸上競技会用具
ストップウォッチ
スターター台
スターター用拡声装置
スターティングブロック

競技用具名 単位
サッカー用具

ラグビー用具
アメリカンフットボール用具



３　野球場利用料金（令和６年４月１日以後） (単位：円）

一　般 1,010 2,030 2,030 2,030 2,030 2,030

生徒等 500 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010

備考　許可を得て、開館時間を超過し、又は繰り上げて使用するときは、当該超過し、又は繰り上げて使
　用した時間１時間（30分以上１時間未満の時間は、１時間とみなす。）につき当該使用区分に係る金額

　の１時間相当額（10円未満の端数が生じるときは、これを切り上げる。）を徴収する。

４－１　テニスコート利用料金（令和６年４月１日以後）

一　般 610 610 1,220 1,220 1,220 1,220 1,220 1,220

生徒等 300 300 610 610 610 610 610 610

備考　許可を得て、開館時間を超過し、又は繰り上げて使用するときは、当該超過し、又は繰り上げて使
　用した時間１時間（30分以上１時間未満の時間は、１時間とみなす。）につき当該使用区分に係る金額

　の１時間相当額（10円未満の端数が生じるときは、これを切り上げる。）を徴収する。

４－２　テニスコート附属設備等利用料金

(単位：円)
単位 利用料金

1時間 150

５　その他使用料

金岡公園体育館  陸上競技場等

金　　額
80

320

6,480

20

20

区分種別

1面

種類

午後5時
から午後
7時まで

午前7時
から午前
8時まで

午前8時
から午前
9時まで

午前9時
から午前
11時まで

午前11時
から午後
1時まで

午後1時
から午後
3時まで

午後3時
から午後
5時まで

その他の使用

種　　　別

区分

利用料金

種別

1面金岡公園野球場

利用料金

午前9時
まで

午前9時
から午前
11時まで

午前11時
から午後
1時まで

午後1時
から午後
3時まで

午後3時
から午後
5時まで

午後5時
から午後
7時まで

照明設備

金岡公園テ
ニスコート

競技会、集会その他これらに類する目的でする使用

使用面積１平方メートルにつき１日
露天営業その他これに類する目的でする使用

広告宣伝又は放送の目的でする使用

業として撮影の目的でする使用

（単位：円）

（単位：円）

単　　位

１回（２時間以内）につき

使用面積10平方メートルにつき１日

午後7時
から午後
9時まで


